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答

弁

第

七

号 
   

衆
議
院
議
員
長
谷
百
合
子
君
提
出
福
島
第
二
原
発
三
号
機
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｂ
の
使
用
前
検
査
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
九
第
七
号 

平
成
二
年
十
一
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
長
谷
百
合
子
君
提
出
福
島
第
二
原
発
三
号
機
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｂ
の
使
用
前
検 

査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

電
気
事
業
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号)

第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
は
、
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
工
事
の
計
画
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
ら
れ
た
工
事
の
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
電
気
工
作
物
の
工
事
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
工
事
の
内
容
に
応
じ
て
検
査
の
内
容
は
異
な
る
。 

二
に
つ
い
て 

東
京
電
力
株
式
会
社
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
放
射
線
透
過
試
験
等
に
関
す
る
御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
承

知
し
て
い
な
い
。 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
三
号
機
の
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
Ｂ(

以
下｢

ポ
ン
プ｣

と
い

う
。)

の
ケ
ー
シ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
損
傷
部
位
の
外
観
検
査
等
及
び
工
学
的
知
見
か
ら
ケ
ー
シ
ン
グ
の
内
部
に

欠
陥
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
の
ポ
ン
プ
に
係
る
損
傷
事
象

に
お
い
て
ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
に
加
え
ら
れ
た
衝
撃
を
工
学
的
に
計
算
す
る
必
要
は
な
い
。 

ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
の
修
理
後
に
お
い
て
、
当
該
ケ
ー
シ
ン
グ
に
対
し
、
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る

構
造
等
の
技
術
基
準(

昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
一
号
。
以
下｢

技
術
基
準｣

と
い
う
。
）
の
規
定 

外
観
検
査
等
及
び
工
学
的
知
見
か
ら
ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
の
内
部
に
欠
陥
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

に
基
づ
き
放
射
線
透
過
試
験
を
行
う
こ
と
は
技
術
的
に
可
能
で
あ
り
、
超
音
波
探
傷
試
験
は
、
当
該
ケ
ー
シ
ン

グ
の
表
面
か
ら
約
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま
で
の
範
囲
で
行
う
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
。 

ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
の
設
計
上
の
最
小
肉
厚
は
、
技
術
基
準
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
る
厚
さ
に
余
裕
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。 

技
術
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
に
合
格
し
な
い
第
一
種
ポ
ン
プ
の
耐
圧
部
分
等
に
使
用
す
る
材

料
は
、
技
術
基
準
第
七
十
条
第
六
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
技
術

基
準
第
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
使
用
で
き
な
い
。 

ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
は
、
ポ
ン
プ
の
製
造
時
に
お
い
て
、
技
術
基
準
の
規
定
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
放
射 

五 

 



 

六 

線
透
過
試
験
に
、
合
格
し
て
い
る
。 

九
及
び
一
〇
に
つ
い
て 

技
術
基
準
第
七
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
省
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
合
格
証
明

書
は
な
い
。 

一
一
に
つ
い
て 

修
理
に
係
る
工
事
の
計
画
の
届
出
が
な
さ
れ
た
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事
の
計
画
に
係
る
す
べ
て
の

工
事
が
完
了
し
た
時
点
に
お
い
て
必
要
な
検
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 




